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２．介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について
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区分 職場環境等要件項目

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等を
する担当者）制度等導入

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者
のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の
整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談
窓口の設置等相談体制の充実

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修
得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及
び研修等による腰痛対策の実施。

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレス
チェックや、従業員のための休憩室の設備等健康管
理対策の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制
の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等によ
る情報共有や作業負担の軽減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑
化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環
境やケア内容の改善

やりがい・働きが
いの醸成

法人教育委員会は、これまでアサーション、コーチング、チームステップス研修を実施し
てきました。2021年度実践課題として、「一人もとりこぼさずワンチームをめざす話し合い
～ダイアログ実践指針」に基づく具体的実践を開始しました。2022年度は自己理解・他者
理解を一層深め実践し進化させます。これらの取り組みを通じて常に学習する文化の醸
成を図ります。

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に
資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

地域活動への参加と交流を積極的に図っています。保育園児や学童とのふれあい交
流、小学校運動会、保育園や地域のお祭り参加、中学生職場体験受け入れ、ハロウィン
パーティ招待等様々な場面で地域との交流を図っています。また、地域連携活動として
「介護よろず相談所」の実施や生活困窮者、障がい児・者、母子支援を対象にしたフード
ドライブを常設しています。2021年9月から開始したフードパントリーは2022年度74件の緊
急食糧支援を行いました。

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の
情報を共有する機会の提供

毎年、全事業所の参加を得て法人事例検討会を開催。ケア事例の発表、ディスカッショ
ンを通して事例を深めています。職員同士が顔の見える関係づくり、学びあい共に育ち
あう関係づくり、事業所連携強化を進めています。『事業所便り』を毎月発行し、事業所と
利用者・家族との双方向の情報のやり取りを進めています。

腰痛を含む心身
の健康管理

電動ベッド（超低床ベッドを含む）を導入し、介護職員の腰痛体操の励行等で腰痛対策
を行っています。

新型コロナウイルス感染予防対策（週1回のPCR検査、ワクチン接種等）をはじめ定期健
康診断、インフルエンザ予防接種等を実施しています。健診結果に基づく受診誘導や要
精密検査の実施及び特定保健指導等のフォローをきちんと行っています。

役職者や介護安全委員会を中心に、全国レベルの介護安全交流集会等に参加。日常
的に「介護安全の質の向上」を目指す立場で、事故発生時や緊急時等の対応マニュア
ルを整備しています。BCP（災害時に加え感染拡大時）を法人課題として推進し、随時
アップデートしています。作成を法人課題として推進しています。2021年度より「高齢者虐
待防止」に係る指針の作成を進め、2022年度に完成させることができました。

生産性向上のた
めの業務改善の
取組

タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器
等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の
縮減

介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っています。
グルーホームはipadケア記録アプリ、ケアプランセンターおよびヘルパーステーションは
カイポケを導入しています。

新しく作成された手順書を含めて常に見直し、バージョンアップを図り、職員への周知徹
底を進めています。

資質の向上や
キャリアアップに
向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務
者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取
得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、
サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジ
メント研修の受講支援等

免許・資格等の受験料、外部研修会の研修費用等の補助を行うことにより、職員が研修
を受講しやすい環境を整えています。また、法人教育委員会のもとに事業所ごとに、新人
研修、基礎１課～３課、中堅前期・後期、主任・副主任、管理者・職責者など年間研修計
画、個別研修計画を立案し、実践しています。法人管理者会議・教育委員会で進捗状況
を把握し、受講を促しています。

育成担当（チューター）を選任し、教育担当としています。丁寧な指導に努め、誰とでも気
軽に相談できる雰囲気づくりに心掛けています。

両立支援・多様
な働き方の推進

育児・介護休業等に関する規程を整備。育児休業・育児のための所定外労働制限、時
間外労働制限、深夜業制限、短時間勤務等を実施しています。

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正
規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員
から正規職員への転換の制度等の整備

本人が希望する場合に、法人が定める基準により、いつでも正規職員に転換させる措置
を実施しています。（2022年度は2名）

年次有給休暇の取得を積極的に推進しています。年央及び下半期各月ごとに事業所全
職員の有給消化率を管理者に報告し、計画的取得を促しています。（2022年度の取得率
は90.4%）

職員のメンタルヘルス対策として、管理者・職責者には、電話・面談による「こころの健康
相談（EAPカウンセリング制度）」の活用を推奨しています。2020年6月法人として「私たち
はあらゆるハラスメントを許しません！」宣言を行い、「ハラスメント規定」、「ハラスメント対
応マニュアル」を制定。全職員へ周知徹底し、活用しています。

　見える化要件に基づき、当法人の賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示します。

社会福祉法人いきいき福祉会

法人の取り組み

入職促進に向け
た取組

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者、経験者・
有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構
築

キャリアアップをめざす無資格者の採用については、仕事を続けながら初任者研修受講
を援助しています。経験のある中高年齢者の採用及び介護職場経験のない資格者で他
産業からの転職者も積極的に受け入れています。（2022年度は7名）

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等に
よる職業魅力度向上の取組の実施

福祉系大学、看護系大学からの実習受け入れをはじめ社会人、大学生の職場体験を実
施しています。

５．職場環境要件の提示について

社会福祉法人いきいき福祉会

介護職員等特定処遇改善加算

　
　介護職員の処遇改善につきましては、平成２９年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきま
したが、新しい経済政策パッケージ（平成２９年１２月８日閣議決定）では、「介護確保のため取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図り
ながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年１０月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。これを受け、令和
元年１０月の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
　介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、下記の要件を満たしている必要があります。

　
　１）　現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）までを取得していること
　２）　介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
　３）　介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じ見える化を行っていること。

３．見える化要件とは

　介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件を満たす必要がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員
等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みについて、介護サービス情報公表制度や事業者の
ホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表することが必要です。

４．介護職員等特定処遇改善加算　算定状況

　特定処遇改善加算Ⅰ

　特定処遇改善加算Ⅰ

　特定処遇改善加算Ⅰ

　特定処遇改善加算Ⅰ


